
税務署 顧客 

株式等の発行者（信託銀行等） 口座管理機関（証券会社等） 

証券保管振替機構 

株式等振替制度を活用したマイナンバーの提供フロー図 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【赤枠内は番号法第１９条第１０号の提供がで
きる者として、体制整備の確認が必要な範囲】 

特定個人情報が漏えいした場

合に委員会に報告するために

必要な体制整備 

株式等の発行者が同様の体制を

整備していることを確認 

証券保管振替機構が同様の体

制を整備していることを確認 

特定個人情報が漏えいした場合

に委員会に報告するために必要

な体制整備 

特定個人情報が漏えいした場

合に委員会に報告するために

必要な体制整備 

特定個人情報の提供 

確認 確認 

確認書を提出 

特定個人情報の提供 

特定個人情報の提供 

特定個人情報の提供 

規程整備の上、周知 

資料４－２ 

 


